
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年 10 月 
 

 

 

田原市人事行政の運営等の状況に関する報告書 
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１ 職員の任免及び職員数等に関する状況 

(1) 令和 4年度職員の採用・退職の状況 

令和 4年度の採用・退職者数は、次表のとおりです。 

 単位：人 

区 分 
退 職 

採 用 
定 年 早 期 自己都合等 計 

事 務 職 ７ ２ ８ １７ １７ 

技 術 職 ３  ９ １２ ８ 

消 防 職 ３ ２ ３ ８ ４ 

技 能 労 務 職 ３ １ １ ５ １ 

計 １６ ５ ２１ ４２ ３０ 

注 対象期間 退職：R04.4.1～R05.3.31 採用：R04.4.2～R05.4.1 

 

(2) 職員数の状況等（各年度 4月 1日現在） 

令和 4年度から令和 5年度にかけての職員数の増減は表１、過去 5年間の推移は表２のとおり

です。 

表１（前年度比） 

区 分 

部 門 

職員数 対 前 年 

増 減 数 
主な増減理由 

令和 4年度 令和 5年度 

一 般 

行 政 

部 門 

議 会 ６人 ６人  

事務事業の見直し等による増

減 

総務企画 ８７人 ８９人 ２人 

税 務 ２７人 ２７人  

民 生 １９７人 １９２人 ▲５人 

衛 生 ４２人 ４４人 ２人 

労 働    

農林水産 ２８人 ３１人 ３人 

商 工 １３人 １６人 ３人 

土 木 ４７人 ４７人  

小 計 ４４７人 ４５２人 ５人  

特 別 

行 政 

部 門 

教 育 ５４人 ５５人  １人  

消 防 １１６人 １１４人 ▲２人 
事務事業の見直し等による増

減 

小 計 １７０人 １６９人 ▲１人  

公 営 

企業等 

会 計 

部 門 

病 院    

事務事業の見直し等による増 
水 道 １１人 １１人  

下 水 道 ８人 ９人 １人 

そ の 他 ４人 ４人  

小 計 ２３人 ２４人 １人  

合 計 ６４０人 ６４５人 ５人  

派遣職員等 ５人 ３人 ▲２人  

注１ 職員数は一般職に属する職員数で、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、

短時間勤務の再任用職員、パートタイム会計年度任用職員又は非常勤の職員を除いています。 

注２ 派遣職員等は愛知県等からの派遣職員で、年間を通じ、常時勤務する者を計上しています。 
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表２（過去 5年間の推移） 単位：人 

区分 

部門 

職 員 数 対 前 年 増 減 

R01 年

度 

R02 年

度 

R03 年

度 

R04 年

度 

R05 年

度 

R01 年

度 

R02 年

度 

R03 年

度 

R04 年

度 

R05 年

度 

一般行政計 452 463 460 447 452 ▲7 11 ▲3 ▲13 5 

教育 56 56 53 54 55 1  ▲3 1 1 

消防 113 116 114 116 114  3 ▲2 2 ▲2 

公

営

企

業

等 

水道 13 12 12 11 11 1 ▲1  ▲1  

下水道 9 10 8 8 9 ▲1 1 ▲2  1 

その他 6 4 4 4 4  ▲2    

計 649 661 651 640 645 ▲6 12 ▲10 ▲11 5 

 

(3) 定員適正化計画の進捗状況 

令和 5年度に改訂した田原市職員定員適正化計画では、令和 5年 4月 1日現在の職員の目標値

を 632 人と設定しました。令和 5 年 4 月 1 日現在の職員数は、645 人となりましたが、事務職及

び保育職の任期付職員を 14 人任用しており、任期の定めのない常勤の職員数は 631 人と、目標

値よりも 1人少なくなっています。 

今後も、職員の人材育成、多様な任用制度の活用、公共施設の適正化や民間委託の推進に取り

組むなど、効率的な行政運営ができるように職員数の適正化に取り組みます。 

 

 

２ 職員の給与の状況 

(1) 人件費の状況（令和 4年度普通会計決算）注１ 

住民基本台帳人口 

(R05.3.31 現在) 

歳出額 

（Ａ） 
実質収支 

人件費 

（Ｂ）注２ 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

令和 3年度 

人件費率 

59,229 人 30,681,438 千円 557,740 千円 6,245,798 千円 20.4％ 22.3％ 

注１ 普通会計：地方公共団体における会計は、一般会計及び特定の場合に設置される特別会計によ

り構成されています。自治体ごとに各特別会計の範囲が異なっており、財政比較等の統一的な掌握

が困難となるため、各市町村を同じ基準で比較するための一定の作成ルールにより地方財政統計上

統一的に用いられる会計区分です。 

注２ 特別職に支給される給料、報酬などを含みます。 

 

(2) 給与費の状況（令和 4年度普通会計決算） 

職員数 

（Ａ） 

給 与 費 1人当たり

給与費 

（Ｂ／Ａ） 給 料 期末勤勉手当 その他手当 計（Ｂ） 

617 人 2,295,814 千円 878,691 千円 640,438 千円 3,814,943 千円 6,183 千円 

注１ 一般職の職員の給与です。 

注２ 人数は、令和 4年 4月 1日現在です。 

注３ 職員手当には、退職手当を含みません。 
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(3) 平均給料月額及び平均給与月額並びに平均年齢の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

区 分 
一 般 行 政 職 労 務 職 

田 原 市 国 田 原 市 国 

平均給料月額 324,400 円 322,487 円 245,500 円 286,942 円 

平均給与月額 369,041 円 404,015 円 265,585 円 329,178 円 

平均年齢 42.8 歳 42.4 歳 53.1 歳 51.2 歳 

注１ 数値は、令和 5年度給与実態調査の数値による。 

注２ 一般行政職とは、医療・税務・教育・消防・労務・企業・福祉職以外の一般の事務・技術業務

に携わる職員です。 

注３ 「平均給与月額」は、毎月支払われる給与（給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手

当、管理職手当）の平均です。 

 

(4) ラスパイレス指数の状況（一般行政職） 

【田原市の状況】 

年 度 H30 年度 R01 年度 R02 年度 R03 年度 R04 年度 

ラスパイレス指数 １００．１ １００．３ ９９．９ ９９．４ ９９．６ 

注１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を

示す指数です。 

【参考】R04 年度全国及び県内の平均 

区 分 
全 国 市 平 均 

(指定都市を除く。) 
全地方公共団体平均 

県 内 市 平 均 

(指定都市を除く。) 
県内全市町村平均 

ラスパイレス指数 ９８．７ ９８．９ ９９．８ ９９．２ 

 

(5) 初任給の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

区分 田原市 国 

一般行政職 

大学卒 185,200 円 185,200 円 

短 大 167,100 円 ― 

高校卒 154,600 円 154,600 円 

技能労務職 高校卒 151,900 円 ― 

 

 

(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

ア 一般行政職 

経験年数 
大学卒 高校卒 

田原市 国 田原市 国 

10～15 年 268,300 円 293,083 円 214,300 円 244,630 円 

15～20 年 327,400 円 340,379 円 219,200 円 283,104 円 

20～25 年 364,100 円 372,161 円 354,300 円 322,389 円 

25～30 年 390,400 円 396,619 円 381,700 円 360,564 円 

30～35 年 410,400 円 405,132 円 373,100 円 379,536 円 

35 年以上 422,600 円 406,635 円 430,100 円 394,146 円 
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イ 技能労務職 

経験年数 
高校卒 

田原市 国 

10～15 年 ― 248,634 円 

15～20 年 ― 265,600 円 

20～25 年 ― 274,813 円 

25～30 年 297,000 円 289,394 円 

30～35 年 302,000 円 299,574 円 

35 年以上 ― 307,941 円 

注 数値は、令和 5年度給与実態調査の数値による。 

 

(7) 一般行政職の級別職員数の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

区分 8級 7 級 6 級 5 級 4 級 3 級 2 級 1 級 

標準的な
職務内容 

部長 
次長・ 
課長 

課長・ 
主幹 

課長 
補佐 

係長・ 
主査 

主任 
主事・ 
技師 

主事補・ 
技師補 

職 員 数 13 人 20 人 29 人 58 人 58 人 56 人 41 人 49 人 

構 成 比 4.0％ 6.2％ 9.0％ 17.9％ 17.9％ 17.3％ 12.7％ 15.1％ 

1 年前の
構 成 比 

3.7％ 6.2％ 9.3％ 18.0％ 16.5％ 18.0％ 13.0％ 15.2％ 

 

※単位未満四捨五入のため合計が 100％にならない場合があります。 

8級

3.7

8級

3.7

7級

6.2

7級

6.2

6級

9.3 

6級

9.0

5級

18.0

5級

17.9

4級

16.5 

4級

17.9

3級

18.0

3級

17.3

2級

13.0 

2級

12.7

1級

15.2

1級

15.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年前の構成比

構成比

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

※単位未満四捨五入のため合計が100%にならない場合があります。
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(8) 職員手当の状況 

ア 期末・勤勉手当（令和 5年 4月 1日現在） 

区 分 
田 原 市 国 

期 末 手 当 勤 勉 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 

6月期 1.2 月 1.0 月 1.2 月 1.0 月 

12 月期 1.2 月 1.0 月 1.2 月 1.0 月 

計 2.4 月 2.0 月 2.4 月 2.0 月 

その他 
職制上の段階・職務の級などによる加

算措置あり 

職制上の段階・職務の級などによる加

算措置あり 

 

 

イ 退職手当（令和 5年 4月 1日現在） 

区 分 
田 原 市 国 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 30年 

最高限度 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

34.7355 月分 

47.7090 月分 

24.586875 月分 

33.270750 月分 

40.803750 月分 

47.709000 月分 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

34.7355 月分 

47.7090 月分 

24.586875 月分 

33.270750 月分 

40.803750 月分 

47.709000 月分 

その他の加算措置 
定年前早期退職特例措置（3％～45

％加算） 

定年前早期退職特例措置（3％～45

％加算） 

1人当たり平均支給額 2,465 千円 20,372 千円  

注 1 人当たりの平均支給額は、令和 4 年度中に退職した全職員に支給された支給額の各区分ごとの

平均です。 

 

ウ 地域手当（令和 5年 4月 1日現在、令和 4年度普通会計決算） 

支給実績（令和 4年度普通会計決算）   144,463 千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額 

（令和 4年度普通会計決算） 
233 千円 

支給対象地域 支給率 国の制度（支給率） 

田原市 ６％ ６％ 

注１ 「支給実績」は、令和 4年度普通会計決算における「地域手当」の額です。 

注２ 「支給職員 1人当たり平均支給年額」は令和 4年 4月 1日現在の支給対象職員数により算出し 

   ています。 
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エ 特殊勤務手当（令和 5年 4月 1日現在、令和 4年度普通会計決算） 

支給実績（令和 4年度普通会計決算） 22,036 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和 4年度普通会計決算） 163,229 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和 4年度普通会計決算） 21.8％ 

手当の種類（手当数）   10 種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対

する支給単価 

防疫作業 

感染症防疫作業に従事する職員 感染症防疫作業 500 円／日 

家畜に対する防疫作業に従事す

る職員 
家畜に対する防疫作業 500 円／日 

ごみ処理場等における農薬混合

散布に従事する職員 

ごみ処理場等における

農薬混合散布 
500 円／日 

行旅死亡人の取扱い 死体の取扱に従事する職員 死体の取扱業務 1,000 円／１体 

屋外の災害応急対策作

業 

屋外の災害応急対策作業に従事

した職員（災害対策設置後に限

る。） 

屋外の災害応急対策作

業 
500 円／日 

その他特に困難と認め

る業務 

公共用地の買収に従事した職員 公共用地の買収 
500 円／日 

犬猫の死骸処理 犬猫等の死骸処理業務 

徴収事務 庁内徴収事務をのぞく徴収事務 徴収事務 300 円／日 

土木作業等 

建設車両等特殊車両（霊柩車を

含む）の運転又は土木作業に従

事する専任職員 

建設車両等特殊車両（霊

柩車を含む）の運転又は

土木作業 

400 円／日 

斎場業務 

火葬、死体の取扱いに従事する

職員 
火葬、死体の取扱い業務 1,250 円／日 

その他の業務に従事する職員 斎場関係業務 250 円／日 

消防業務 

通常勤務消防吏員 通常勤務消防業務 100 円／日 

特殊勤務消防吏員 特殊勤務消防業務 250 円／日 

火災出動又は救急出動に従事す

る消防吏員 

火災出動 700 円／回 

救急出動（薬剤投与救急

救命士） 
1,600 円／回 

救急出動（包括救急救命

士） 
1,000 円／回 

その他出動 500 円／回 

潜水業務 310 円／時間 

災害時の排水機運転 災害時に排水機を運転した職員 災害時排水機運転業務 500 円／日 

清掃業務 

し尿・ゴミ処理等の作業に従事

する職員（作業員） 

ゴミ処理等業務（作業

員） 
750 円／日 

し尿・ゴミ処理等の作業に従事

する職員（作業員以外） 

ゴミ処理等業務（作業員

以外） 
250 円／日 

注 「支給職員 1 人当たり平均支給年額」及び「職員全体に占める手当支給職員の割合」は、     

令和 4年 4月 1日現在の支給職員数により算出しています。 

 

オ 時間外勤務手当（令和 4年度普通会計決算） 

支 給 総 額 235,890 千円 

職員 1人当たり支給年額   504,038 円 

注 「職員 1人当たり支給年額」は、令和 4年 4月 1日現在の支給対象職員数により算出しています。 
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カ その他の手当（令和 4年 4月 1日現在、令和 3年度普通会計決算） 

手当名 内容及び支給単価（月額） 
国の制度 

との異同 
支給実績 

扶養手当 

配偶者、その他扶養親族※1 6,500 円 

子※2 10,000 円 

 

※1 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職

務の級が 8級であるものにあっては 3,500 円 

※2 満 15 歳に達する日後の最初の 4月 1日から

満 22歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの

間にある子がいる場合は、5,000 円を加算 

同じ 61,383 千円 

住居手当 借家の家賃に応じて限度額 28,000 円 同じ 33,573 千円 

通勤手当 

交通機関利用者の最高支給限度額 55,000 円 

交通用具利用者 

自動車等の使用距離に応じて2,000円から31,600

円まで 

同じ 44,064 千円 

管理職手当 

部長              73,700 円 

次長           60,300 円 

課長(7級)        51,900 円 

課長(6級)        49,000 円 

主幹                    41,000円 

同じ 45,217 千円 

その他に単身赴任手当、宿日直手当、夜間勤務手当などがあります。 

 

(9) 特別職の職員等の給与等の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

区 分 
給 料 又 は 

報 酬 の 月 額 

期末手当の支給割合 

6月期 12 月期 計 

市 長 930,000 円 1.65 月 1.65 月 3.30 月 

副 市 長 780,000 円 1.65 月 1.65 月 3.30 月 

教 育 長 690,000 円 1.65 月 1.65 月 3.30 月 

議 長 500,000 円 1.65 月 1.65 月 3.30 月 

副 議 長 430,000 円 1.65 月 1.65 月 3.30 月 

委 員 長 410,000 円 1.65 月 1.65 月 3.30 月 

議 員 390,000 円 1.65 月 1.65 月 3.30 月 
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３ 勤務時間その他の勤務条件の状況 

(1) 1 週間当たりの勤務時間 

勤務時間 

始業時刻 午前８時３０分 

終業時刻 午後５時１５分 

休憩時間 正午から午後１時まで 

週当たりの勤務時間 ３８時間４５分 

週休日 土曜日及び日曜日 

休日 国民の休日及び年末年始の期間（12/29～1/3） 

注 標準的な職員の勤務時間等であり、図書館などの施設の勤務職員や消防署職員など変則勤務

体制の職場は、この限りではありません。 

 

(2) 年次有給休暇の状況 

年次有給休暇は、１年（１月１日から１２月３１日まで）につき２０日与えられます。また、    

その年次に使用しなかった日数は、２０日を限度に翌年に繰り越して使用することができます。 

令和４年の職員１人当たりの平均取得日数は、９．２日（全期間を在職した一般職員の平均）

でした。 

 

(3) 年次有給休暇以外の休暇制度 

名 称 内 容 付 与 日 数 等 

【病気休暇】   

公務災害(通

勤 災 害 を 含

む。)に係る病

気休暇 

職員の負傷又は疾病が公務又は通勤（地方公務員

災害補償法第２条第２項に規定する通勤をいう）

に起因する場合 

その療養のため勤務しないことが

やむを得ないと認められる必要最

少限度の期間 

私傷病に係る

病気休暇 

職員の負傷又は疾病が公務災害（通勤災害を含

む。）に掲げる場合以外の場合 

90 日（結核性の疾病である場合に

あっては、１年）の範囲内でその

療養のため勤務しないことがやむ

を得ないと認められる必要最少限

度の期間 

生理休暇 女性である職員が生理のため勤務が著しく困難で

ある場合又は生理に有害な業務に従事する場合 

1回について 2日以内の期間 

【特別休暇】   

選挙権その他

公民としての

権利を行使す

る場合 

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する

場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認

められるとき 

必要と認められる期間 

証人等として

官公署へ出頭

する場合 

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、

国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署

へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを

得ないと認められるとき 

必要と認められる期間 

ドナー休暇 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細

胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として

その登録を実施する者に対して登録の申出を行

い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者

に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移

植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申

出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務

しないことがやむを得ないと認められるとき 

必要と認められる期間 
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ボランティア

休暇 

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げ

る社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援と

なる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しない

ことが相当であると認められるとき 

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害

が発生した被災地又はその周辺の地域における

生活関連物資の配布その他の被災者を支援する

活動 

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他

の主として身体上若しくは精神上の障害がある

者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対

して必要な措置を講ずることを目的とする施設

であって市長が定めるものにおける活動 

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しく

は精神上の障害、負傷又は疾病により常態とし

て日常生活を営むのに支障がある者の介護その

他の日常生活を支援する活動 

1 の年において 5 日の範囲内の期

間 

結婚休暇 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結

婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しな

いことが相当であると認められるとき 

市長が定める期間内における連続

する 5日の範囲内の期間 

出生サポート

休暇 

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないこ

とが相当であると認められる場合 

1の年において 5日（当該通院等が

体外受精その他の市長が定める不

妊治療に係るものである場合であ

っては、10日）の範囲内の期間 

産前休暇 6 週間（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間）以

内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 

出産の日までの申し出た期間 

産後休暇 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から 8 週間を経過

する日までの期間（産後 6 週間を

経過した女性職員が就業を申し出

た場合において医師が支障がない

と認めた業務に就く期間を除く。） 

育児時間休暇 生後 1 年に達しない子を育てる職員が、その子の

保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 

1 日 2 回それぞれ 30 分以内の期間

（男性職員の場合は、その子の母

の育児時間等一定の時間を差し引

いた時間） 

出産補助休暇 職員が妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。）の出産に伴い勤務しない

ことが相当であると認められる場合 

市長が定める期間内における 2 日

の範囲内の期間 

育児参加休暇 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日

の 6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）

前の日から当該出産の日以後 1 年を経過する日ま

での期間にある場合において、当該出産に係る子

又は小学校就学の始期に達するまでの子（妻の子

を含む。）を養育する職員が、これらの子の養育の

ため勤務しないことが相当であると認められると

き 

産前休暇期間から出産後 1 年を経

過する日までの期間内における 5

日の範囲内の期間 

子の看護休暇 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子

を含む。)を養育する職員が、その子の看護（負傷

し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと

をいう。）のため勤務しないことが相当であると認

められる場合 

1の年において 5日（その養育する

小学校就学の始期に達するまでの

子が 2 人以上の場合にあっては、

10日）の範囲内の期間 
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短期介護休暇 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う

職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相

当であると認められる場合 

1の年において 5日（要介護者が 2

人以上の場合にあっては、10 日）

の範囲内の期間 

忌引休暇 職員の親族が死

亡した場合 

配偶者・父母 7日 

子 5 日 

祖父母 3日（職員が代襲相続し、かつ、祭

具等の承継を受ける場合にあって

は、7日） 

孫 1日 

兄弟姉妹 3日 

おじ又はおば 1日（職員が代襲相続し、かつ、祭

具等の承継を受ける場合にあって

は、7日） 

父母の配偶者又は配偶者の父

母 

3日（職員と生計を一にしていた場

合にあっては、7日） 

子の配偶者又は配偶者の子 1日（職員と生計を一にしていた場

合にあっては、5日） 

祖父母の配偶者又は配偶者の

祖父母・兄弟姉妹の配偶者又は

配偶者の兄弟姉妹 

1 日(職員と生計を一にしていた場

合にあっては、3日) 

おじ又はおばの配偶者 1日 

法要休暇 職員が父母の追悼のための特別な行事（父母の死亡後市

長の定める年数内に行われるものに限る。）のため勤務

しないことが相当であると認められる場合 

1日の範囲内の期間 

夏季休暇 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の

維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しな

いことが相当であると認められる場合 

1 の年の 5 月から 10 月までの期間

内における、週休日、休日及び代

休日を除いて原則として連続する

3日の範囲内の期間 

住居復旧等の

ための休暇 

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住

居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住

居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であ

ると認められるとき 

7日の範囲内の期間 

事故等出勤困

難のための休

暇 

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事

故等により出勤することが著しく困難であると認

められる場合 

必要と認められる期間 

退勤途上の危

険回避のため

の休暇 

地震、水害、火災その他の災害時において、職員

が退勤途上における身体の危険を回避するため勤

務しないことがやむを得ないと認められる場合 

必要と認められる期間 

【介護休暇】 職員が配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。）、父母、子、配

偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又

は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの

の介護をするため、勤務しないことが相当である

と認められる場合 

介護を必要とする一つの継続する

状態ごとに、3回を超えず、かつ、

通算して 6 月の期間内において必

要と認められる期間 

【介護時間】 職員が配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。）、父母、子、配

偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又

は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの

の介護をするため、1 日の勤務時間の一部につき

勤務しないことが相当であると認められる場合 

介護を必要とする一つの継続する

状態ごとに、連続する 3 年の期間

内において必要と認められる時間

（1 日につき 2 時間の範囲内の時

間） 
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(4) 育児休業及び部分休業の取得状況 

育児休業等に関する制度は、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、田原市職員の育

児休業等に関する条例等に定められており、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の

福祉の増進、行政の円滑な運営に資することを目的として設けられている制度です。 

育児休業等に関する制度には、３歳に満たない子を養育するため休業することができる育児休

業制度と、小学校就学前の子を養育するため１日の勤務時間の一部を勤務しないことができる部

分休業制度があります。 

令和 4年度における育児休業等の取得状況は、次のとおりです。 

区 分 育児休業取得者 部分休業取得者 うち両休業取得者 

男性職員 ２人 ０人 ０人 

女性職員 １８人 １６人 １人 

計 ２０人 １６人 １人 
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４ 分限と懲戒の状況 

分限処分は、一定の事由によって職員がその職務を十分に果たすことができない場合などに、公

務能率の維持を図るため職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。 

一方、懲戒処分は、職員の非違行為に対して職場の秩序を維持・回復するために行われる制裁的

な処分です。 

(1) 分限処分の状況（令和 4年度） 単位：件 

処分の種類 

処分事由 
降任 免職 休職 降給 計 失職 

勤務実績が良くない場合 地公法第28条第1項第1号       

心身の故障 地公法第28条第1項第2号   22  22  

職に必要な適格性を欠く場合 地公法第28条第1項第3号       

職制、定数の改廃、予算の減少
により廃職、過員を生じた場合 

地公法第28条第1項第4号       

刑事事件に関し起訴された場合 地公法第28条第2項第2号       

条例で定める事由による場合 地公法第27条第2項       

     計   22  22  

注 数値は延べ処分件数であり、休職処分の対象人数は、4人です。 

 

 (2) 懲戒処分の状況（令和 4年度） 

ア 事由別 単位：件 

処分の種類 

処分事由 
戒告 減給 停職 免職 計 訓告等 

法令に違反した場合 地公法第29条第1項第1号       

職務上の義務に違反して職
務を怠った場合 

地公法第29条第1項第2号      1 

全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合 

地公法第29条第1項第3号 1    1  4 

     計 1    1 5 

 

イ 行為別                                  単位：件 

処分の種類 

処分の具体的事由 
戒告 減給 停職 免職 計 訓告等 

給与・任用関係       1 

一般服務関係 
欠勤等       

その他      1 

公務外非行関係        

収賄等関係        

道路交通法違反 
職務遂行中      1 

その他 1    1 2 

監督責任        

     計 1    1 5 
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５ 職員の服務の状況 

すべての職員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務し、職務遂行にあたっては全

力で専念しなければなりません。「全体の奉仕者」としての職務を忠実に遂行するため、職員には

様々な義務が課せられています。特に、秘密を守る義務や争議行為等の禁止規定に違反した場合は、

懲役刑や罰金刑に処せられ、その他の服務義務に違反した場合でも懲戒処分の対象となります。 

(1) 職務専念義務の免除の状況（令和 4年度）                単位：人 

許可した内容 許可数 

職員が特別職の職をかね、その事務に従事する場合（消防団員） 8 

職員が市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位

を兼ね、その事務に従事する場合（田原市土地開発公社） 
30 

職員が市長が行う総合健康診断を受診する場合 280 

 

(2) 営利企業等従事許可の状況（令和 4年度） 

地方公務員法第 38条は、「職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業

を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他地方公共団体の規則で定める地位を兼

ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務に

も従事してはならない。」としています。 単位：人 

許可した内容 許可数 

田原市青少年健全育成推進協議会 1 

その他 5 
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６ 職員の研修及び人事評価の状況 

(1) 研修実績（令和 4年度） 

<人事課主催研修>（3,421,942 円） 

ア 市独自研修 

区分 研修名 対象者 実施日数 受講者数 備考 

一般研修 新規採用職員前期研修 

新規採用職員 

4日 23 人  

一般研修 新規採用職員後期研修 
1日 22 人  

1 日 13 人  

一般研修 
基礎学習講座Ⅰ 

（民法(財産法)講座） 
採用後 2～7年の職員 2日 32 人  

一般研修 
基礎学習講座Ⅱ 

（地方公務員法、地方自治法） 

採用後 5 年目以降の主

事・主任級 
1日 10 人  

一般研修 基礎業務研修（文書） 各課・園 1人 1日 56 人  

一般研修 基礎業務研修（会計） 各課・園 1人 1日 58 人  

一般研修 基礎業務研修（服務） 各課・園 1人 1日 54 人  

一般研修 基礎業務研修（日直業務） 希望者 1日 13 人  

特別研修 普通救命講習 
全職員（3 年に 1 回）（保

育・消防を除く） 
1日 128 人  

特別研修 新任主査職研修 主査職に昇任後 1～2年 6日 17 人  

特別研修 ビジネスコミュニケーション研修 採用後 2年目（28歳以下） 1日 21 人  

特別研修 人事評価者研修 課長級・園長 1日 10 人  

特別研修 再任用職員研修 再任用職員 1日 45 人  

特別研修 生産性向上研修 27 歳以上 30歳以下の職員 1 日 21 人  

特別研修 OJT 実践リーダー養成研修 
主査級昇格後 2 年目以降の

職員 
1日 15 人  

特別研修 男女共同参画研修 採用後 3年目、4年目の職員 1日 60 人  

特別研修 政策形成能力向上研修 係長・主査級 1日 41 人  

計   27 日 639 人  

  イ 派遣研修 

区分 対象者 実施回数 人数 備考 

自治大学校第 2部課程 指定職員 1回 1 人  

自治大学校第 1部・第 2部特別課程 指定職員 1回 1 人  

地域脱炭素初任者研修 指定職員 1回 1 人  

人材育成担当部局幹部セミナー 実務担当者 1回 1 人  

市町村職員中央研修所 希望者及び実務担当者 5回 5 人  

愛知県市町村職員振興協会 

研修センター 
指定職員、実務担当者 25 回 53 人  

全国市町村国際文化研修所 実務担当者 1回 1 人  

全国建設研修センター 実務担当者 3回 3 人  

東三河広域連合研修 希望者及び指定職員 2回 6 人  

早稲田大学マニフェスト研究所人材

マネジメント管理職部会 
希望者 1回 4 人  

民間研修機関派遣 実務担当者 4回 4 人  

愛知県 希望者 1回 1 人  



－15－ 

管理者研修等 希望者 1回 2 人  

計  47 回 83 人  

   ウ 実務研修等 

派 遣 先 対 象 者 実施回数 人数  備考 

愛知県 指定職員 2回 2 人  

豊橋市 指定職員 1回 1 人  

民間企業 指定職員 1回 1 人  

（一社）田原青年会議所 指定職員 1回 1 人  

渥美青年経済研究会 指定職員 1回 1 人  

計  6 回 6 人  

<保育園職員研修> 

ア 子育て支援課主催研修 

研修名 研修のねらい 対象及び参加人員 研 修 内 容 

全体研修 

見聞を広め豊かな人間性を養う 全職員   81 人 性教育 

適切な応急処置の方法を習得す

る 

保育士、こども園、

小学校教諭  

   166 人 

実技演習・救急法 

保育内容、方法、技術等実践を通

して学ぶ 

全職員 

      30 人 

公開保育・討議 

専門職としての資質向上を図る 全職員   82 人 遊びの質を高める保育 

緊急時の事故対応について意識

を高める 

全職員、こども園、

漆田保育園 

      167 人 

実技演習 

グループ別研修 

職階別グループ毎で自主的に取

り組み、知識、技術の向上を図る 

採用 1～3 年目の保

育士     19 人 

採用 4～7 年目の保

育士     36 人 

採用8年目以上の保

育士     26 人 

任期付きの保育士 

       15 人 

自主研修 

研究について 

クラス別担当者会を通じて、保育

内容・方法を学ぶ 

年長担当者  38 人 

年中担当者  52 人 

年少担当者  42 人 

2 歳児担当者 

25 人 

0・1歳児担当者 

22 人 

混合     30 人 

情報交換等 

園長・主任保育士

研修 

知識や技術を広める 

人材育成と組織作り 

園長、主任保育士 

      17 人 

主体的な保育への取り組

み 

主任保育士 48 人 主体的な保育への取り組

み 

園内研修 
専門性を高め、職場の活性化を図

る 

園単位     182 人 各保育所の目標達成のた

めの各種園内研修等 

調理員研修 
衛生管理に係る知識を習得する 園調理員   19 人 衛生管理研修会 

計       1,097 人  

その他：定例会…園長会議（毎月第一火曜日）主任保育士会議（毎月第二火曜日） 
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イ 派遣研修(132,390 円)                            

研 修 名 対象者 人数 備  考 

田原市認定こども園・保育園職員全体研修会 指定職員 163 人 1 日間 

主任研修 指定職員 77 人 1 日間 

日本保育協会 保育所初任所長研修会 指定職員 1人 3 日間 

日本保育協会 保育所中堅所長研修会 指定職員 1人 3 日間 

日本保育協会 保育所初任主任研修会 指定職員 1人 3 日間 

日本保育協会 保育所中堅主任研修会 指定職員 1人 3 日間 

保育所主任職員研修セミナー 指定職員 9人 1 日間 

東海保育陸研究大会 指定職員 1人 2 日間 

現任保育士研修園長研修 指定職員 1人 2 日間 

現任保育士研修主任保育士研修 指定職員 1人 5 日間 

現任保育士研修 3歳児未満児保育研修 指定職員 1人 4 日間 

現任保育士研修障害児保育研修 指定職員 1人 4 日間 

現任保育士研修育休明け保育士研修 指定職員 1人 1 日間 

愛知県保育研究集会 指定職員 23 人 1 日間 

障害児療育リーダー養成研修 指定職員 1人 2 日間 

計  283 人  

<消防職員研修>（2,157,507 円） 

ア 派遣研修 

派 遣 先 対象者 実施回数 人数 備  考 

愛知県防災航空隊 指定職員 1回 1 人  

名古屋市救急救命研修所 指定職員 1回 1 人  

愛知県消防学校 指定職員 4回 6 人 初任科、警防科、指揮隊科 

計  3 回 4 人  

 

イ 講習 

講習名 対象者 実施回数 人数 備考 

救急科講習 指定職員 1回 2 人  

包括プロトコール運用教育 指定職員 1回 1 人  

薬剤投与プロトコール運用試験 指定職員 1回 1 人  

気管挿管プロトコール運用試験 指定職員 1回 1 人  

気管挿管病院実習 指定職員 1回 1 人  

処置拡大プロトコール運用試験 指定職員 1回 4 人  

計  6 回 10 人  

 

ウ その他 

消防職員意見発表会として、職務を通じての体験、業務に対する提言や取り組むべき課題等

について発表を行っています。 
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<技術研修会> 

市役所技術職員を対象に組織された研修会で、２か月に１回の割合で、研修会を開催しています。

主な研修内容として、講話等を実施しています。 

 

(2) 人事評価の状況 

実 施 年 月 日 令和 5年 1月 1日 

対 象 者 一般職の職員 

対 象 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで 

評 価 項 目 能力姿勢評価・業績評価 

評 価 方 法 Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの 5段階 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

「福祉の保護」とは、福利厚生の制度及び共済制度並びに公務災害補償制度などの諸制度による

職員の保護を指します。また、「利益の保護」とは、勤務条件に関する措置要求に関する制度及び不

利益処分に関する不服申立て制度を指します。 

(1) 福祉の保護の状況 

共済制度の状況 

地方公務員共済組合事業 費用負担 

短期給付事業（健康保険） 

長期給付事業（共済年金） 

福祉事業（保健事業） 

介護給付事業 

組合員の掛金 50％ 

市の負担金   50％ 

 

定期健康診断ほか主な健康管理の実施状況（令和 4年度） 

種  類 受 診 者 数 

定期健康診断 783 人 

人間ドック・脳ドック 

（共済組合による保健事業） 
240 人 

 

公務災害の発生状況（令和 4年度） 

区分 公務災害 通勤災害 

教育委員会部局 1件 0 件 

消防本部部局 1件 0 件 

議会事務局 1件 0 件 
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 (2) 共済組合、互助会における事業の実施状況（令和 4年度）        単位：円 

区 分 事業名 実   施   事   業 市費負担額 

共済組

合 

短期給付事

業 

療養の給付、出産費、埋葬料、傷病手当金、出産手当

金、育児・介護休業手当金、弔慰金ほか 
202,470,826 

長期給付事

業 

共済年金。職員が退職、傷病、死亡の場合に職員又は

遺族の生活の安定を図るため支給される給付。 
573,979,120 

福祉事業 
人間ドック・脳ドック助成、保養所利用助成、貯金、

貸付、グループ保険ほか 
8,109,479 

互助会 

給付事業 

結婚給付金、永年勤続給付金、退職給付金、旅行補助

金、弔慰金、傷病見舞金、災害見舞金、人間ドック助

成金、地域経済活性化助成金 

2,000,000 

（全体事業費

12,836,182） 

自己啓発助

成事業 
公的資格取得等助成 

部会活動助

成事業 

市役所部会（親睦交流事業、イベント入場料助成、ス

ポーツクラブ等助成ほか） 

保育園部会（親睦交流事業、イベント入場料助成ほか） 

消防部会 （親睦交流事業、イベント入場料助成、ス

ポーツクラブ等助成ほか） 

貸付事業 臨時資金の貸付 

互助会について 

令和 5年 4月 1日現在の互助会会員数は、657 人です。 

 

(3) 利益の保護の状況（令和 4年度） 

勤務条件に関する措置の要求 なし 

不利益処分に関する不服申立て なし 

 


